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２０
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

に
加
入
し
ま
し
ょ
う

日
本
に
住
む
２０
歳
以
上
６０
歳

未
満
の
方
は
、
国
民
年
金
へ
の

加
入
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
国
民
年
金
に
は
、
老
後
の

生
活
を
支
え
る
老
齢
基
礎
年
金

の
他
、
病
気
や
ケ
ガ
な
ど
で
障

害
が
残
っ
た
場
合
の
障
害
基
礎

年
金
や
死
亡
し
た
と
き
の
遺
族

基
礎
年
金
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
年
金
を
受
け
取
る
た

め
に
は
、
国
民
年
金
に
加
入
し
、

保
険
料
を
納
め
る
か
免
除
な
ど

が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
必

要
で
す
。
２０
歳
に
な
る
月
に
届

く
「
国
民
年
金
被
保
険
者
資
格

取
得
届
書
」
を
提
出
し
、
加
入

の
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場

合
に
は
、
保
険
料
の
申
請
免
除

制
度
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
所
得

制
限
な
ど
、
詳
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
担
当
課
】

国
保
年
金
課

�（
５
６
５
４
）８
２
１
４

特
別
区
民
税
・
都
民
税

（
普
通
徴
収
分
）第
４
期

の
納
期
限
は
１
月
３１
日

�
で
す

特
別
区
民
税
・
都
民
税
（
普

通
徴
収
分
）は
、金
融
機
関
・
郵

便
局（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
）・
区
役

所
税
務
課
・
区
民
事
務
所
・
区

民
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
・
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
・
モ
バ
イ

ル
レ
ジ（
携
帯
電
話
で
の
納
付
）

で
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

納
税
は
、
納
め
忘
れ
や
重
複

納
付
の
な
い
口
座
振
替
が
便
利

で
す
。
申
込
書
は
、
金
融
機
関

・
区
役
所
・
区
民
事
務
所
に
あ

り
ま
す
。
金
融
機
関
の
キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド（
一
部
を
除
く
）を

お
持
ち
に
な
れ
ば
、
区
役
所
・

区
民
事
務
所
で
簡
単
に
申
し
込

み
で
き
ま
す
。

【
担
当
課
】

税
務
課

（
区
役
所
３
階
３
２
１
番
）

�（
５
６
５
４
）８
２
０
１

区
内
事
業
者
の
方
へ

す
み
だ
・
か
つ
し
か
就

職
面
接
会
参
加
企
業
を

募
集
し
ま
す

申
込
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
日
時
】

２
月
２７
日
�

午
後
１
時
３０
分
〜
４
時

【
会
場
】

す
み
だ
リ
バ
ー
サ
イ
ド
ホ
ー
ル

（
墨
田
区
吾
妻
橋
１
‐
２３
‐
２０
）

【
対
象
】

�
飾
・
墨
田
区
内
企
業

１５
社
程
度

【
共
催
】

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
墨
田
・
墨
田
区

【
問
い
合
わ
せ
】

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
墨
田

�（
５
６
６
９
）８
９
６
２

【
担
当
課
】

産
業
経
済
課

都
営
住
宅
の
入
居
者
を

募
集
し
ま
す

都
営
住
宅
は
住
宅
に
困
っ
て

い
る
所
得
の
低
い
方
を
対
象
と

し
た
住
宅
で
す
。

【
募
集
住
宅
】

①
家
族
向
（
ひ
と
り
親
・
高
齢

者
・
心
身
障
害
者
・
多
子
・
特
に

所
得
の
低
い
世
帯
）
１
２
７
３

戸
、
家
族
向
（
車
い
す
使
用
者

世
帯
）
１７
戸

②
単
身
者
向
２
１
７
戸
、
単
身

者
用
車
い
す
使
用
者
向
８
戸

③
シ
ル
バ
ー
ピ
ア
（
単
身
者
向

・
二
人
世
帯
向
）
４４
戸

④
事
業
再
建
者
向
定
期
使
用
住

宅
１０
戸

①
は
、
書
類
審
査
・
実
態
調

査
に
よ
り
住
宅
に
困
っ
て
い
る

度
合
い
の
高
い
順
に
あ
っ
せ
ん

し
ま
す
。
そ
の
他
は
抽
選
で
す
。

【
募
集
案
内
・
申
込
書
配
布
期

間
】

２
月
３
日
�
〜
１３
日
�

（
土
・
日
曜
日
、祝
日
を
除
く
）

【
募
集
案
内
・
申
込
書
配
布
場

所
】

住
環
境
整
備
課（
区
役
所

４
階
４
２
１
番
）、区
民
事
務
所
、

区
民
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
、
西

生
活
課
（
区
役
所
２
階
２
３
４

番
）、福
祉
事
務
所
東
庁
舎
（
金

町
１
‐
６
‐
２４
）、東
京
都
住
宅

供
給
公
社
新
小
岩
窓
口
セ
ン
タ

ー
（
西
新
小
岩
１
‐
１
‐
２
）

（
④
は
住
環
境
整
備
課
・
新
小

岩
窓
口
セ
ン
タ
ー
の
み
で
配
布
）

公
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http

:
//w
w
w
.to-kousya.or.jp/

）

か
ら
も
取
り
出
せ
ま
す
。

【
申
込
方
法
】

郵
送
で
、
①
④
は
東
京
都
住

宅
供
給
公
社
都
営
住
宅
募
集
セ

ン
タ
ー
、
②
③
は
渋
谷
郵
便
局

に
、
２
月
１７
日
�（
必
着
）ま
で

（
窓
口
で
は
受
け
付
け
で
き
ま

せ
ん
）。
詳
し
く
は
、
募
集
案
内

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

東
京
都
住
宅
供
給
公
社
都
営
住

宅
募
集
セ
ン
タ
ー

▽
①
〜
③
に
関
す
る
こ
と

�
０
５
７
０（
０
１
０
）８
１
０

２
月
３
日
�
〜
１３
日
�
�※

▽
④
に
関
す
る
こ
と

�（
３
４
９
８
）８
８
９
４

�※
の
期
間
以
外
は
①
〜
③
に

関
す
る
こ
と
も
受
け
付
け
ま
す
。

【
担
当
課
】

住
環
境
整
備
課

こ
ん
に
ち
は
赤
ち
ゃ
ん

委
託
訪
問
指
導
員
を
募

集
し
ま
す

子
育
て
の
孤
立
化
を
防
ぎ
、

母
子
の
心
身
の
安
定
お
よ
び
乳

児
の
健
全
な
育
成
を
支
援
す
る

た
め
、
４
カ
月
未
満
の
乳
児
が

い
る
世
帯
を
訪
問
し
適
切
な
指

導
を
行
う
指
導
員
を
募
集
し
ま

す
。

【
対
象
】

助
産
師
ま
た
は
保
健

師
の
資
格
を
有
す
る
方

【
募
集
人
数
】

若
干
名

【
勤
務
期
間
】

４
月
１
日
〜
２７

年
３
月
３１
日（
更
新
可
）

【
報
酬
】

▽
乳
児
訪
問
指
導

１
件
５
５
０
０
円

▽
乳
児
電
話
指
導

１
件
１
０
０
円

▽
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

１
回
千
円

【
申
込
方
法
】

市
販
の
履
歴
書
、

資
格
証
明
書
の
写
し
、
論
文

（「
�
飾
区
に
お
け
る
こ
ん
に
ち

は
赤
ち
ゃ
ん
訪
問
指
導
事
業
が

果
た
す
役
割
に
つ
い
て
」
千
字

以
内
）、返
信
用
封
筒
（
８０
円
切

手
貼
り
付
け
、
宛
先
記
入
）
を
、

２
月
１２
日
�（
必
着
）ま
で
に
持

参
か
郵
送
。

【
選
考
方
法
】

書
類
選
考（
論
文
）の
上
、
２

月
２８
日
�（
予
定
）に
面
接
。

【
申
し
込
み
・
担
当
課
】

〒
１２５
‐
００６２
青
戸
４
‐
１５
‐
１４

健
康
プ
ラ
ザ
か
つ
し
か
内

子
ど
も
総
合
セ
ン
タ
ー

�（
３
６
０
２
）１
３
８
７

国
民
健
康
保
険
の

届
け
出
を
お
忘
れ
な
く

職
場
の
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
た
方
が
退
職
し
国
民

健
康
保
険
に
加
入
す
る
こ
と

に
な
っ
た
、
ま
た
は
国
民
健

康
保
険
に
加
入
し
て
い
た
方

が
、
新
た
に
職
場
の
健
康
保

険
に
加
入
し
た
時
な
ど
は
、

届
け
出
が
必
要
で
す
（
左
表

の
通
り
）。
１４
日
以
内
に
窓

口
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

外
国
籍
の
方
が
加
入
す
る

場
合
は
、
原
則
、
在
留
期
間

が
３
カ
月
を
超
え
て
い
て
、

住
民
登
録
の
あ
る
こ
と
が
必

要
で
す
。
左
表
の
届
け
出
に

必
要
な
物
と
在
留
カ
ー
ド
ま

た
は
外
国
人
登
録
証
明
書
と

パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
。

【
担
当
課
】

国
保
年
金
課

（
区
役
所
３
階
３
１
５
番
）

�（
５
６
５
４
）８
２
１
０

凡
例
日
日
時

会
会
場

対
対
象

定
定
員

内
内
容

師
講
師

費
費
用

持
持
ち
物

保
保
育

他
そ
の
他

方
申
込
方
法

申
申
込
先

問
問
い
合
わ
せ
先

担
担
当
課

�
こ
の
マ
ー
ク
の
あ
る
も
の
は
、
パ
ソ
コ
ン
・
携
帯
電
話
か
ら
電
子
申
請
で
申
し
込

み
が
で
き
ま
す（
一
部
、
携
帯
電
話
か
ら
は
申
請
で
き
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
）。

認知症高齢者グ
ループホームを
ご利用ください
要支援２～要介

護５と認定された
認知症の方が共同
で生活する住居の
中で、介護や日常
生活の援助を行い
ます。入居希望の
方は、担当のケア
マネジャーか直接
施設にご相談くだ
さい。
空き情報は区ホ

ームページにも掲
載しています。
【担当課】
介護保険課

�５６５４‐８２５１

「
全
○
回
」と
あ
る
講
座
は
、全
て
の
日
程
に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。費
用
の
記
載
が
な
い
事
業
は
無
料
で
す
。多
数
抽
選
の
記
載
が
あ
る
事
業
は
、定
員
を
超
え
た
場

合
抽
選
し
ま
す
。
ハ
ガ
キ
、
フ
ァ
ク
ス
に
よ
る
申
し
込
み
は
原
則
１
人
１
枚
で
す
。
詳
し
く
は
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

地地震震にに備備ええてて 木木造造住住宅宅等等耐耐震震化化へへのの説説明明会会
区では、住宅の耐震診断・耐震改修などの一部を補

助しています。

耐震化の流れや工事内容をビデオでご覧いただき、

耐震診断・補助制度の説明などを行います。

【日時・会場・対象】 下表の通り

【担当課】 建築課 �５６５４‐８５５２

阪
神
淡
路
大
震
災
は
、
１９

年
前
の
平
成
７
年
１
月
１７
日

午
前
５
時
４６
分
に
発
生
し
、

家
具
の
転
倒
・
移
動
・
落
下

な
ど
に
よ
り
多
く
の
方
が
亡

く
な
り
ま
し
た
。

家
族
で
住
ま
い
を
点
検
し

て
家
具
の
転
倒
・
移
動
・
落

下
防
止
対
策
を
し
ま
し
ょ
う
。

家
具
の
転
倒
・
移
動
・

落
下
防
止
器
具
は
、
お

近
く
の
ホ
ー
ム
セ
ン
タ

ー
な
ど
で
購
入
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
器
具

は
、
１
つ
の
家
具
に
２

つ
以
上
取
り
付
け
る
と
、

よ
り
効
果
が
高
ま
り
ま

す
。
ま
た
、
併
せ
て
ガ
ラ
ス

の
飛
散
防
止
対
策
も
行
い
ま

し
ょ
う
。
寝
室
や
出
入
り
口
、

お
子
さ
ん
の
部
屋
に
は
、
で

き
る
だ
け
家
具
を
置
く
こ
と

は
避
け
ま
し
ょ
う
。

詳
し
く
は
「
わ
た
し
の
便

利
帳
」
防
災
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

【
担
当
課
】
防
災
課

�（
５
６
５
４
）８
２
２
４

家家
具具
のの
転転
倒倒
・・
移移
動動
・・
落落
下下
防防
止止
対対
策策
をを

しし
まま
しし
ょょ
うう

家具の転倒・移動・落下防止対策例

対 象

区内に木造住宅を所
有する方

区内に非木造住宅（鉄
骨・鉄筋コンクリート
造など）を所有する方

直接会場へ。【定員】 各回４０人程度

会 場
水元集い交流館
（東水元１‐７‐３）
西水元地区センター
（西水元５‐３‐１‐１０１）
立石地区センター
（立石４‐２３‐１７）

立石地区センター

日 時

午前１０時～正午

午後２～４時

午前１０時～正午

午後２～４時

２／８
�

２／２２
�

認知症高齢者グループホーム
空き施設（１月１０日現在）

電話番号

５６４８‐３５０６

５８７６‐６０６３

３６７２‐３１２０

３６９６‐９１６１

６６６２‐２２２０

６６６２‐２２０２

６６６２‐６７７２

５６７１‐２３８１

３６０７‐２３２１

施設名（所在地）

グループホームイリス
（西水元２‐１６‐１３）

グループホームアローズ
新宿（新宿２‐２‐１４）

おいちゃん・おばちゃん
（柴又５‐３０‐１０）

かつしかグループホームそ
よ風（四つ木５‐１１‐１０）

グループホームかつし
か苑（白鳥２‐９‐１８）

第２かつしか苑グループ
ホーム（堀切７‐８‐３）

グループホームせせらぎ
（堀切７‐１４‐１７）

ニチイケアセンター新
小岩（奥戸４‐２１‐２０）

街かどケアホームこころ
（東水元３‐３‐１１）

国民健康保険 届け出一覧表
届け出に必要な物

職場の健康保険をやめた
日付を証明できる物（資
格喪失証明書・退職証明
書・離職票など）、扶養で
なくなった日付を証明で
きる物（被扶養者資格喪
失証明書など）

生活保護廃止通知書

�飾区の国民健康保険証・職場の
健康保険に加入した日付を証明で
きる物（職場の健康保険証・資格
取得証明書など）、扶養家族になっ
た日付を証明できる物（職場の健
康保険証・資格取得証明書など）

�飾区の国民健康保険証
・生活保護開始通知書

★世帯主が�飾区の国民健康保険以外の保険に加入しているときは、そ
の保険の種類と扶養に入れない理由をお尋ねします。
★国民健康保険証は簡易書留郵便で送ります。即日交付を希望する世帯
主または世帯員の方は、運転免許証・パスポートなどの本人確認資料を
必ずお持ちください（運転免許証などをお持ちでない方は電話でご相談
ください）。本人確認資料は原則として写しをとらせていただきます。
◆７０歳以上７５歳未満の方は、高齢受給者証も併せてお持ちください。

届け出をするとき

職場の健康保険を
やめたときや、職
場の健康保険の扶
養家族でなくなっ
たため、国民健康
保険への加入が必
要になったとき

生活保護を受けな
くなり、国民健康
保険への加入が必
要になったとき

国民健康保険に加
入していたが、職場
の健康保険に加入
したときや、職場の
健康保険の扶養家
族になったとき

国民健康保険に加入し
ていたが、生活保護を受
けるようになったとき

加
入
★

喪
失
◆

政治家は有権者に寄附を「贈らない」 有権者は政治家に寄附を「求めない」 政治家から有権者への寄附は「受け取らない」
寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう 【担当課】 選挙管理委員会事務局 �５６５４‐８４９３～６

はなしょうぶコール　☎６７５８－２２２２
午前８時～午後８時　年中無休　FAX６７５８－２２２３

区の手続きや催し物の問い合わせ、がん検診の申し込みは
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紙面上では市外局番０３の表記を省略しています。
（５）


